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令和３年１２月９日 

学校施設等の防災・減災対策の推進に関する調査研究協力者会議決定 

 

 

１．議事の取扱い 

  学校施設等の防災・減災対策の推進に関する調査研究協力者会議（以下「協力者会議」

という。）の下に設置される学校施設の水害対策検討部会（以下「部会」という。）にお

いては，水害等により被害を受けた学校施設の個別の状況や浸水想定区域への立地状況

等を基礎資料として，個別具体的な情報を基に調査・分析を実施することから，部会は

非公開とする。 

 

 

２．部会資料の取扱い 

  部会において配布した資料は上記と同様の理由により，これを非公表とする。 

 

 

３．議事要旨の取扱い 

  部会の議事要旨については，個別具体的な情報を除き，これを公表する。 

 

 

参考資料４ 


